
 （３）サービスの提供時間帯

通常時間帯 

8:30～17：30 

早  朝 

6:00～8:00 

夜  間 

18:00～22:00 

深  夜 

22:00～6:00 

備 考 

平日 ○

土・日・祝日 ○

 休業日 無し  

    ※ 時間帯により料金が異なります。

３ サービス内容

 （１）身体介護

    ・食事介助・・・食事の介助を行います。

    ・入浴介助・・・入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行い

            ます。

    ・排せつ介助・・・排せつの介助、おむつ交換を行います。

 （２）生活援助

    ・買い物・・・・利用者の食事等の必要な物品の購入を行います。

    ・調  理・・・調理で必要な部分の支援を行います。 

    ・掃  除・・・利用者の居室の掃除や整理整頓で必要な部分の支援を行います。

    ・洗  濯・・・利用者の衣類等の洗濯を行います。

 （３）通院等乗降介助…車両への乗車・降車の介助を行い、あわせて乗車前・乗車後の屋内外での移

動等の介助、または、通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助。 

  （４）その他のサービス 

        ・介護相談 等 

４ 利用料金

（１）利用料

   介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の１割です。 

   （介護保険負担割合証での負担となります）

   ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

 【訪問介護サービス利用料】 

20分未満 20分以上30分未満 30分以上1時間未満 1時間半以上 

身体介護型 165円 248円 394円 

575円に30分を

増すごとに、83

円が加算。 

20分以上45分未満 45分以上 － 

生活援助型   181円 223円  



通院等乗降介助 
1回につき98円 

（加算を含め123円） 

【運賃】タクシーメーター料金 

特定大型車：初乗り680円（1.5㎞まで）を超えた場

合、260ｍごとに、100円のメーター料金

がかかります。 

普通車：初乗り590円（1.5㎞まで）を超えた場合、36

3ｍごとに80円のメーター料金がかかります。 

有償運送：乗車した地点から、半径３kmまで４６０円 

     その後、半径１㎞ごとに１００円 

※車はその時の状況で伺いますので指定はできません。 

その他の加算 

サービス提供責任者が調査に伺います。 

初回加算 200円 サービス利用開始時の月にかかります。 

緊急時訪問介護加算 

              居宅サービス計画にない緊急時に訪問介護員が必要なとき、担当の介 

護支援専門員の確認のもと1回100円かかります。この加算は月に2 

回までとなります。 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 

              介護処遇改善加算は、一月の利用金額総合計金額(上記の1割負担)の 

１3.7％の負担になります。 

特定事業所加算Ⅱ 

              特定事業所加算は、一月の利用金額総合計金額(上記の1割負担)の 

１０％の負担になります。 

所得による利用負担の違い  通常1割負担ですが、収入が年金のみの場合は年収280万円以上の方が、

年金収入以外がある場合は合計所得金額が160万円以上の方が、2割負

担の対象となります。ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い

場合などは、1割負担になることがあります。 

              ※上記の金額は1割負担での表示となっておりますので、2割負担の場

合は金額が変わります。 

（２）交通費（生活介護・身体介護）

   前記１の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 


